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●
印
鑑
登
録
証
明
書
の
記
載
内
容
が
変
わ
り
ま
す

　

令
和
元
年
11
月
５
日
に
施
行
さ
れ
る
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
関
連
す
る
事
務
処
理
要
領
の
一
部
が
改
正
さ
れ
る
た
め
、

大
崎
町
印
鑑
の
登
録
及
び
証
明
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の

で
す
。
今
回
の
改
正
の
主
な
対
象
は
、
女
性
の
活
躍
の
観
点
か
ら
印
鑑
登

録
証
明
書
へ
旧
氏
（
う
じ
）
の
記
載
を
可
能
と
し
、
性
同
一
性
障
害
や
性

的
指
向
な
ど
に
配
慮
し
て
男
女
の
別
の
記
載
を
無
く
す
も
の
で
す
。

● 

被
災
者
が
借
り
た
資
金
が
要
件
を
満
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
猶

予
さ
れ
た
り
免
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
な
ど
が
一
部
改
正
さ
れ
た
た

め
、
大
崎
町
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

も
の
で
す
。
改
正
の
内
容
は
、
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯

主
に
対
し
貸
し
付
け
る
災
害
援
護
資
金
に
つ
い
て
、
資
金
の
貸
付
を
受
け

た
者
が
生
活
再
建
が
思
う
よ
う
に
い
か
ず
、
期
限
内
の
償
還
が
困
難
で
あ

る
な
ど
の
状
況
を
踏
ま
え
、
償
還
金
の
支
払
猶
予
、
償
還
免
除
の
対
象
範

囲
の
拡
大
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
事
が
出
来
る
よ
う
改
正
す
る

も
の
で
す
。

●
要
件
を
満
た
す
方
は
介
護
保
険
料
が
一
定
期
間
安
く
な
り
ま
す

　

介
護
保
険
法
施
行
令
及
び
介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す

る
政
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
事
に
伴
い
、
所
得
の
低
い
第
１
号
被
保
険

者
の
保
険
料
に
つ
い
て
、
所
得
の
段
階
別
に
軽
減
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、

2019年

９月
定例会
９月５日～９月20日

　　 介護保険料が一定　期間安くなります

10
月
か
ら
の
消
費
税
率
10
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
引
き
上
げ
に
合
わ
せ
て
、
こ

れ
を
更
に
軽
減
す
る
た
め
令
和
元
年
度
及
び
２
年
度
に
お
け
る
保
険
料
を

定
め
る
も
の
で
す
。

● 

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
が
始
ま

り
ま
す
（
議
案
第
35
号
）

　

現
在
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
多
様
化
・
高
度
化
す
る
行
政
ニ
ー

ズ
に
対
応
す
る
た
め
、
任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤
職
員
以
外
に
も
事
務
の

種
類
や
性
質
に
応
じ
て
臨
時
職
員
や
非
常
勤
職
員
と
い
っ
た
多
様
な
任
用

や
勤
務
形
態
が
活
用
さ
れ
、
地
方
行
政
の
重
要
な
担
い
手
と
な
っ
て
き
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
国
に
お
い
て
臨
時
・
非
常
勤
職
員

の
適
正
な
任
用
や
勤
務
条
件
を
確
保
す
る
事
な
ど
を
目
的
に
法
律
の
改
正

が
行
わ
れ
、
任
期
の
期
間
を
採
用
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
末
日
ま
で
の

範
囲
内
と
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
と
い
う
新
た
な
制
度
が
創
設
さ
れ
た

た
め
関
係
条
例
の
規
定
の
整
理
を
行
う
も
の
で
す
。
会
計
年
度
任
用
職
員

制
度
は
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

 
条
例
等
の
主
な
も
の

軽減される介護保険料の年間額比較表

第
３
段
階

第
２
段
階

第
１
段
階

区　
　

分

第

１

号

被

保

険

者

７
８
０
０
０
円

７
８
０
０
０
円

７
８
０
０
０
円

基　

本　

額

５
８
５
０
０
円

５
８
５
０
０
円

３
５
１
０
０
円

改　

正　

前

５
６
５
５
０
円

４
８
７
５
０
円

２
９
２
５
０
円

改　

正　

後


